
誤 正

1 P 142 表3段目（十三仏）

2 P 301 3行目末から4行目 墓地使用契約は別のものと理解され

ます。

墓地使用契約は別のものと理解さ

れます。したがって、檀徒であっ

ても、別に墓地使用契約を締結し

なければ、墓地使用は認められま

せん。

3 P 305 １）問題点の１行目

から4行目

墓地、埋葬等に関する法律（以下

「墓埋法」という）は、埋葬又は焼

骨の埋蔵は、墓地以外の区域でこれ

を行ってはならない（墓埋法第４条

第１項）と規定し、これに違反した

者は、６箇月以下の懲役または２万

円以下の罰金に処せられます（同法

第20条）。

墓地、埋葬等に関する法律（以下

「墓埋法」という）は、墓地を経

営しようとする者は、都道府県知

事の許可を受けなければならない

（墓埋法第10条第1項）と規定

し、これに違反した者は、6箇月以

下の懲役または2万円以下の罰金に

処せられます（同法第20条・罰金

等臨時措置法第2条第1項）。

4 P 309 ３）改葬を巡るトラ

ブルの段の9行目

「埋蔵証明に準じる書面」 「埋蔵証明書に準じる書面」

5 P 313 末尾から２行目 奇異器物処理法 廃棄物処理法

6 P 321 (1)玄武岩の1行目 かんらん岩 かんらん石

7 P 321 (2)安山岩の2行目 かんらん岩 かんらん石

8 P 322 (5)斑れい岩の1行目 かんらん岩や角閃岩 かんらん石や角閃石

9 P 340 【香川県】●犬島石 【岡山県】●犬島石

10 P 341 【佐賀県】●天山みかげ-閃緑岩 【佐賀県】●天山みかげ-花崗岩

11 P 346 https://gbank.gsj.jp/-seamless/ https://gbank.gsj.jp/seamless/

2025.10.1改

頁

「お墓の教科書 改訂2020年版」正誤表

刑法の改正（令和7年6月1日施行）により、懲役刑と禁固刑が廃止され、新たに拘禁刑が創設された。

これに伴い『お墓の教科書 改訂2020年版』に掲載されている法的罰則のうち「懲役」と記載されてい

る部分については「拘禁刑」とする。

刑法改正に伴う表記変更のお知らせ

「懲役」表記を「拘禁刑」としてご理解ください。

刑法の改正により、懲役刑と禁固刑が廃止され、新たに拘禁刑が創設されました。こ

れに伴い、『お墓の教科書 改訂2020年版』に掲載されている刑事罰のうち「懲役」

と記載されている部分については、「拘禁刑」に訂正します。また、「5000円以下

の罰金」「1000円以下の罰金」との罰則は、それぞれ「2万円以下の罰金」に改正さ

れましたので、「2万円以下の罰金」に訂正します。

例：「墓地、埋葬等に関する法律」第20条

「6ヵ月以下の懲役または5千円以下の罰金に処する」→「6ヵ月以下の拘禁刑または

2万円以下の罰金に処する」

「墓地、埋葬等に関する法律」第21条

「1000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」→「2万円以下の罰金又は拘留

若しくは科料に処する」

解説

懲役刑は作業が義務とされているのに対し、禁固刑は作業を行なうことは義務とされ

ていませんでした。懲役刑には作業が義務とされていたため、時間が割かれて更生や

社会復帰のための指導等を行なう時間が足りないといったことや、禁固刑には更生や

社会復帰のために有用な作業であっても、本人が希望しない限り実施させることがで

きないという課題があるとされていました。そこで、個々の受刑者の特性に合わせて、

改善更生のために必要な作業を行なわせ、または必要な指導ができるように、拘禁刑

が創設されることになったのです。また、罰金も2万円以下とするとの改正がなされ

ました。

いずれの改正も、令和7年6月1日から施行されています。
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